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「東北被災地視察」
　東日本大震災で甚大な被害を受け復興に向かっている福島県新地町、宮城県
南三陸地区、平成 27 年９月関東東北豪雨災害が起こった宮城県大崎市古川の
現状、震災体験、現地で活動されている民生委員児童委員との交流から、実際
体験された安否確認・見守り活動、平常時からの活動へ取り組めるよう体制作
りの方法を学びました。

　新地町では、561世帯が倒壊、118名死亡との現実を踏まえ、
民生委員児童委員から被災地体験談をお聞きしました。自分が
住んでいた地域で多くの身内が亡くなった中、「生きていれば何
とかなる。命だけは残して欲しかった」という言葉が特に心に
しみました。ＤＶＤ鑑賞では、50 年後の新地人へと称し、農業、
漁業等、あらゆる立場の方々からのメッセージがあり、復興へ
の意気込みを感じました。民生委員の方々が、大きな災害を体
験したにも関わらず、明るく前向きな姿勢は、平常時からの見
守り活動、安否確認をする中で得た信頼関係に基づいた活動を
行っていたからだと思いました。被災地では、「てんでんこ」（家
族が落ち合う場所等）が家庭でいつも話し合われている共通の
合言葉で、高い所へバラバラに逃げなさい。との意味で命を守
る大切さをつくづく感じさせられました。

民生委員児童委員　安里 信美
（研修報告より一部抜粋）

　東日本大震災の被災地をエイサーで元気付けようと、村内青年が中心となり、プロジェ
クトを立ち上げ、宮城県南三陸町、福島県新地町を訪れ、被災地へ勇敢な舞を届けた。

■ 平成 27年 12月に立ち上げ
☆Yorisoi 隊の活動に参加し、被災された方からエイサーを見たいという声が背中を押した。物
品販売、イベントでのテナント活動、寄付金集め、皆で協力し合った。寄付を集める際には、「支
援をしたいなら、エイサーではなく、お金を届けるべきではないか」との声もあった。しかし、「自
分達にしか出来ないエイサーを届けたい」と皆で確認もしました。

■ 若者を中心に取り組んでみて
☆災害の時、青年の役割って何だろう。起きる前のコミュニティー作り、本気の避難訓練だと思う。地震が起きて津
波が来たら、まず自分の命、他者を助けるために自分が犠牲になってはいけない。被災地へ元気付けに行ったつもり
が逆に元気をもらった。「おもてなし」に感動した。現地の町長や議長が最後まで出席してくれたり、冷たいタオル
をくれたりとか、交流会にも涙する場面も見られた。それになんと言ってもメンバー内の絆が強まりました。

■ 現地でのふれあいを通して
☆社協と町長、議長。まつりは商工会、職員と交流した。行ったメンバーはやればできるというのを経験にして欲しい。
でも、それは先輩達が助言をしてくれたり、サポートしてくれたおかげというのも忘れてはいけない。それをこれか
らの後輩へ託す土台を作ったつもりです。

■ 村民へ伝えたいこと
☆今まで青年会の活動を理解し、
本気で信じてくれて、応援してく
れた皆さんに感謝しています。こ
れからは応援してもらったものを
還元していきます。

　沖縄県募集の災害時応援・派遣へ喜納課長が手をあげ、被災家屋の解体、撤去に関
する事務に従事しました。台風のたびに避難所を開所しているので、避難所の運営へ
役立てたいと思い志願したそうです。保健師という資格もあるので、万が一体調が悪
い人、お風呂のケア、今後の職員派遣を見越してまずは自ら行き、その後職員を安心
して行かせたいという気持ちから熊本県宇土市へ行きました。

■ 被災者に接してみて
☆担当した窓口では、自宅が全・半壊された方々と接することが多く、余震によって壊れかけ
た家屋がお隣や歩行者に被害を与えないかと心配されていました。大雨による土砂災害も発生

していて、度重なる災害に心が痛みました。また、宇土市職員の方々は、ご自身も被災者でありながら住民のために
寄り添い支援する姿には頭の下がる思いでした。

■ 被災地から学ぶ・考える
☆宇土市は 4/16 未明の本地震により本庁者 4 階部
分が崩壊し、役所機能が停止したことによる混乱が
大きく、被災者支援の開始にも影響を与えていると
考られる。市民体育館で市業務を再開するが、机も
筆記用具もない事から被災後 2 週間は職員は体育館
へ泊り込みの状況だったと聞きました。災害後の罹
災者窓口や村外からの応援職員の事務等を、庁舎内
で行うためにはスペースが必要です。また、災害時
に「継続する業務」「停止する業務」を決めておき、
何段階かのステージに分け通常業務に戻していくよ
う取り決めておくことが重要だと感じました。

　津波の潮に浸かった杉の木は枯れてしまい、どれく
らいの高さまで押し寄せてきたのかを想像した。沿岸
部において、どのように海と向き合い、生活の活動拠
点をどう作っていくのか、地域住民に寄り添う行政の
手腕が試される。南三陸自治会長の高橋才次郎氏によ
る当事者でないと話せないことに時間を忘れて聞き入
りました。最も強烈に残った言葉が「てんでんこ」です。
後ろを見ず、逃げろ！とても厳しい言葉です。そのた
めには日頃からの防災意識を高め、訓練があったから
こそ言える言葉だと思います。大川小学校にはバスを
降りて、校庭に入ると、こんなに近くに津波から逃げ
られる山が有りながら、未来ある子ども達の命を失っ
てしまった現場に立って、悔しくて、悲しくて仕方が
ありませんでした。

民生委員児童委員　比嘉 實
（研修報告より一部抜粋）

お話を聞いた金城
プロジェクトリーダー

お話を聞いた
喜納福祉課長

東北エイサープロジェクト
[Ｈ28.8/6 ～ 8]

「やるしかねえべ祭」に出演後、
新地町町長を囲んで

4月16日熊本地震（本震）
により大きく損壊した宇土市
役所庁舎（H28.6.28 撮影）

役所機能と災害対策本部が設置
された宇土市民体育館内部の様子

（H28.6.27 撮影）

講師を依頼した高橋さん（前列左から3番目）
を囲んで（南三陸町）

北中城村民生委員児童委員協議会
[H28.9/26 ～ 28]

熊本地震に係る災害時応援・派遣 喜納福祉課長
[Ｈ28.6/24 ～ 30]

「東北にエイサーを届けたい」

■ Yorisoi 隊結成のきっかけは
☆特別大きくやるわけではなく、ゆいまーるとかいちゃりばちょーでー
の気持ち。北中城村から被災地を応援出来ないか。1 つの町が 1 つの町を応援する。この取り

組みが広がれば、日本中で被災からの復興が早くなると思う。海に囲まれた沖縄は全市町村が災害にあう。災害に強
いまちづくりをするためには行政に頼る方法もあったかもしれないが、交流を通してできる災害復興もあると思う。

■ 活動を通して
☆誰でも Yorisoi 隊に入隊できます。県内ではこのような団体はない。高校生も行った実績もある。被災している中、
真冬（３月）のわかめ収穫を地元の方々と一緒に働く体験を通して、自分を見直し自信へとつながり不登校から立ち直っ
た方もいました。

■ 村民に伝えたいことは
☆災害時は日頃から訓練していないと対応できない。
支援は自分達のためにもなっているし、元気になる。
メンバーもリピーターが多い。自費で行く中で何かを
感じていると思う。本人だけでなく、送り出す家族も
支援している一員です。

お話を聞いた
大城キャプテン

被災地の支援へ Yorisoi 隊 [Ｈ23.3 月以降延べ 30 回
　　　　　  （Ｈ29.4 月時点）]

しっくいシーサー作り体験 炊き出し支援

　平成 23 年 3 月東日本大震災後結成した Yorisoi 隊。こ
れまで福島県、宮城県、熊本県、3 県に訪れ、被災地を支
援してきました。Yorisoi 隊キャプテン大城健さんを中心
に 300 人のメンバー、60 頭（登録数）のセラピードッグ
と支援の輪は広がっている。被災者へ支援が押し売りにな
らないことを念頭に活動を続けている。
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行っていたからだと思いました。被災地では、「てんでんこ」（家
族が落ち合う場所等）が家庭でいつも話し合われている共通の
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☆Yorisoi 隊の活動に参加し、被災された方からエイサーを見たいという声が背中を押した。物
品販売、イベントでのテナント活動、寄付金集め、皆で協力し合った。寄付を集める際には、「支
援をしたいなら、エイサーではなく、お金を届けるべきではないか」との声もあった。しかし、「自
分達にしか出来ないエイサーを届けたい」と皆で確認もしました。

■ 若者を中心に取り組んでみて
☆災害の時、青年の役割って何だろう。起きる前のコミュニティー作り、本気の避難訓練だと思う。地震が起きて津
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☆担当した窓口では、自宅が全・半壊された方々と接することが多く、余震によって壊れかけ
た家屋がお隣や歩行者に被害を与えないかと心配されていました。大雨による土砂災害も発生

していて、度重なる災害に心が痛みました。また、宇土市職員の方々は、ご自身も被災者でありながら住民のために
寄り添い支援する姿には頭の下がる思いでした。
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災者窓口や村外からの応援職員の事務等を、庁舎内
で行うためにはスペースが必要です。また、災害時
に「継続する業務」「停止する業務」を決めておき、
何段階かのステージに分け通常業務に戻していくよ
う取り決めておくことが重要だと感じました。

　津波の潮に浸かった杉の木は枯れてしまい、どれく
らいの高さまで押し寄せてきたのかを想像した。沿岸
部において、どのように海と向き合い、生活の活動拠
点をどう作っていくのか、地域住民に寄り添う行政の
手腕が試される。南三陸自治会長の高橋才次郎氏によ
る当事者でないと話せないことに時間を忘れて聞き入
りました。最も強烈に残った言葉が「てんでんこ」です。
後ろを見ず、逃げろ！とても厳しい言葉です。そのた
めには日頃からの防災意識を高め、訓練があったから
こそ言える言葉だと思います。大川小学校にはバスを
降りて、校庭に入ると、こんなに近くに津波から逃げ
られる山が有りながら、未来ある子ども達の命を失っ
てしまった現場に立って、悔しくて、悲しくて仕方が
ありませんでした。
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（研修報告より一部抜粋）

お話を聞いた金城
プロジェクトリーダー
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喜納福祉課長
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講師を依頼した高橋さん（前列左から3番目）
を囲んで（南三陸町）

北中城村民生委員児童委員協議会
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熊本地震に係る災害時応援・派遣 喜納福祉課長
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いまちづくりをするためには行政に頼る方法もあったかもしれないが、交流を通してできる災害復興もあると思う。

■ 活動を通して
☆誰でも Yorisoi 隊に入隊できます。県内ではこのような団体はない。高校生も行った実績もある。被災している中、
真冬（３月）のわかめ収穫を地元の方々と一緒に働く体験を通して、自分を見直し自信へとつながり不登校から立ち直っ
た方もいました。

■ 村民に伝えたいことは
☆災害時は日頃から訓練していないと対応できない。
支援は自分達のためにもなっているし、元気になる。
メンバーもリピーターが多い。自費で行く中で何かを
感じていると思う。本人だけでなく、送り出す家族も
支援している一員です。
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被災地の支援へ Yorisoi 隊 [Ｈ23.3 月以降延べ 30 回
　　　　　  （Ｈ29.4 月時点）]

しっくいシーサー作り体験 炊き出し支援

　平成 23 年 3 月東日本大震災後結成した Yorisoi 隊。こ
れまで福島県、宮城県、熊本県、3 県に訪れ、被災地を支
援してきました。Yorisoi 隊キャプテン大城健さんを中心
に 300 人のメンバー、60 頭（登録数）のセラピードッグ
と支援の輪は広がっている。被災者へ支援が押し売りにな
らないことを念頭に活動を続けている。
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平成２９年度

予算
平成２９年度の予算が
どのように使われる
のかを公表します。

一般会計 国民健康保険
特別会計

後期高齢者医療
特別会計

公共下水道事業
特別会計 水道事業会計

68億2,285万円 28億5,320万8千円 1億9,001万1千円 6億578万5千円 6億3,207万6千円

■■■■ 平成２９年度の目玉事業等 ■■■■
【ソフト事業】

事　業　名 ２9年度事業費
（国・県補助金） 事　業　概　要

保育士処遇事業費補助金 420万円
（0円）

認可保育所で働く保育士の賃金の一部を補助し、
子育て施策の充実を推進します。

高齢者インフルエンザの無料化
（予防接種委託料）

878万6千円
（0千円）

高齢の方(65歳以上)や慢性的な基礎疾患を有す
る方(60歳～65歳未満)を対象に実施します。

【ハード事業】

事　業　名 29年度事業費
（国・県補助金） 事　業　概　要

放課後児童クラブ整備事業
（島袋地区）

950万2千円
（855万1千円）

親の仕事と子育ての両立を図るため、放課後や長
期の休みの間児童が利用できる施設（学童保育）
の整備を行います。平成29年度は施設建設のた
めの実施設計業務を行います。

北中城中学校改築事業 6,337万3千円
（0円）

築33年が経過する建物、付帯設備が老朽化した
中学校校舎の改築工事のうち、今年度は屋外整備
を行います。

村道北中城高校127号線
整備事業

1億801万2千円
（8640万円）

北中城高校校門前までの歩道の設置及び老朽化
した渡口橋の架替え整備を行います。また、歩道を
設置し歩行者と車両交通を分離することで、歩行
者の安全を確保します。

【その他】

事　業　名 ２9年度事業費
（国・県補助金） 事　業　概　要

国民健康保険特別会計繰出金
（収支不足分）

1億3,000万円
（0千円）

平成30年度の国民健康保険制度の広域化に向け
て、国保会計の収支不足分を一般会計から補填し
ます。

より詳しく村の予算や事業が分かる資料
「平成29年度北中城村一般会計予算について」
を北中城村のホームページに掲載しているよ！

（お問合せ）
企 画 振 興 課 財 政 係
☎935-2233（内412）

主
な
要
因

　平成２９年度北中城村の一般会計歳入歳出予算の総額は、
６８億２，２８５万円となり、前年度の９３億４，８７４万４千円に比べ、
２５億２，５８９万４千円（２７.０%）の減となっています。

歳出 前年度と比較し北中城中学校改築事業及び多目的アリーナ
整備事業が減額となったことによるものです。

歳入
村税がイオンモール沖縄ライカムの固定資産税等の伸びによ
り増となった一方、地方交付税、国庫支出金、繰入金、村
債等の減となりました。
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（予防接種委託料）

878万6千円
（0千円）
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る方(60歳～65歳未満)を対象に実施します。

【ハード事業】

事　業　名 29年度事業費
（国・県補助金） 事　業　概　要

放課後児童クラブ整備事業
（島袋地区）

950万2千円
（855万1千円）

親の仕事と子育ての両立を図るため、放課後や長
期の休みの間児童が利用できる施設（学童保育）
の整備を行います。平成29年度は施設建設のた
めの実施設計業務を行います。

北中城中学校改築事業 6,337万3千円
（0円）

築33年が経過する建物、付帯設備が老朽化した
中学校校舎の改築工事のうち、今年度は屋外整備
を行います。

村道北中城高校127号線
整備事業

1億801万2千円
（8640万円）

北中城高校校門前までの歩道の設置及び老朽化
した渡口橋の架替え整備を行います。また、歩道を
設置し歩行者と車両交通を分離することで、歩行
者の安全を確保します。

【その他】

事　業　名 ２9年度事業費
（国・県補助金） 事　業　概　要

国民健康保険特別会計繰出金
（収支不足分）

1億3,000万円
（0千円）

平成30年度の国民健康保険制度の広域化に向け
て、国保会計の収支不足分を一般会計から補填し
ます。

より詳しく村の予算や事業が分かる資料
「平成29年度北中城村一般会計予算について」
を北中城村のホームページに掲載しているよ！

（お問合せ）
企 画 振 興 課 財 政 係
☎935-2233（内412）

主
な
要
因

　平成２９年度北中城村の一般会計歳入歳出予算の総額は、
６８億２，２８５万円となり、前年度の９３億４，８７４万４千円に比べ、
２５億２，５８９万４千円（２７.０%）の減となっています。

歳出 前年度と比較し北中城中学校改築事業及び多目的アリーナ
整備事業が減額となったことによるものです。

歳入
村税がイオンモール沖縄ライカムの固定資産税等の伸びによ
り増となった一方、地方交付税、国庫支出金、繰入金、村
債等の減となりました。

歳出（村から出て行くお金）目的別科目の内容
議会費 議員報酬等議会の活動に要する経費

総務費
全般的な管理事務、企画、平和、
徴税、 戸籍、 住民、 統計、 選挙
等事務等経費

民生費
社会福祉費、老人福祉費、身体障
害者福祉費、児童福祉費、国保会
計への繰出、介護保険事業費等

衛生費 予防接種、村民健診等の保健衛生
経費、環境衛生、清掃費等経費

農林水産費 農業委員会活動費、農業、畜産、
林業、水産振興等経費

商工費 商工業振興経費、観光関連等経費
土木費 公共施設整備事業、維持管理等経費
消防費 中城北中城消防組合負担金

教育費
小中学校、幼稚園、社会教育関連、
公民館、 文化財、 保健体育、 学
校給食関連経費

公債費 村債（村の借金）の返済や利息の
支払い

予備費 予算外の支出又は予算超過の支出
に充てるための金額

歳入（村に入ってくるお金）科目の内容
村税 村民税、固定資産税等村が徴収する税金

繰入金
財政調整や特定目的のために積み立てた
基金の取り崩しや、他会計から繰り入れる
収入

財産収入 村有地貸付料等から生ずる収入
使用料、
手数料

幼稚園授業料、各種証明手数料等受益者
から徴収する収入

分担金、
負担金 保育料等受益者から徴収する収入

地方交付税
地方公共団体が自主的な行政を行うための
財源保障として、また、地方公共団体間の
財源の片寄り等の調整として配分される収入

国庫（県）
支出金

福祉関係補助金等村が支出する特定の経
費に対して国（県）から交付される収入

村　債 財源不足を補い若しくは特定の経費に充て
る目的で借り入れる村の借金

施設等所在
市町村調整
交付金等

米軍資産所在市町村に対し、その固定資
産税の非課税や米軍に係る市町村民税の
非課税措置等による財政上の影響を考慮
して交付される収入

地方消費税
交付金

都道府県税である地方消費税の 1/2 に相
当する額で、市町村の人口等により按分
して交付される収入

歳出
68億

2,285万円

歳入
68億

2,285万円

一般会計性質別歳出内訳【合計】68億2,285万円 物件費…14億1,526万1千円（20.7％）
補助費…10億6,109万4千円（15.6％）
積立金…4,949万9千円（0.7％）
維持修繕費…3,830万円（0.6％）
繰出金…9億2,104万1千円（13.5％）
その他…1千円
予備費…2,092万4千円（0.3％）

人件費…12億266万3千円（17.6％）
扶助費…13億3,941万7千円（19.6％）
公債費…4億2,013万7千円（6.2％）

普通建設費…3億5,451万2千円（5.2％）
失業対策費…0千円
災害復旧費…1千円

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

そ
の
他
の
経
費
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※ 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者または使用者に年税率が課税されます。
※ 自動車税とは異なり、月割りはありません。
※ 車検切れなどにより実際に運行していない車両であっても、抹消の手続きを行わなければ課税されます。
●二輪車等

車種
区分

原動機付自転車（125cc 以下） 軽二輪 二輪の
小型自動車 小型特殊自動車

50cc以下 50cc超
90cc以下

90cc超
125cc以下 ミニカー 125cc超

250cc以下 250cc超 農耕作業用 その他

税率 2,000 円 2,000 円 2,400 円 3,700 円 3,600 円 6,000 円 2,000 円 5,900 円

●三輪以上の軽自動車

車種区分

平成27年4月1日以降の新規登録車 平成27年3月31日までに最初の新規検
査を受けた軽自動車

標準税率
グリーン化特例（軽課）

右記以外
経年車重課

概ね
75％軽減

概ね
50％軽減

概ね
25％軽減

最初の新規検査から
13年を経過した車両

四
輪
以
上

乗
用

自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 5,500円 8,200円

貨
物

自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円 3,000円 4,500円

三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 3,100円 4,600円

【グリーン化特例（軽課）】
　平成28年4月1日から平成29年3月31日までに初めて車両番号の指定（最初の新規検査）を受けた軽四輪車
等で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて、平成29年度分に限り税率が軽減されます。

対　象　車 内容
電気自動車・天然ガス自動車（ポスト新長期規制からNO×10％低減） 税率を概ね75％軽減

ガソリン車・
ハイブリッド車

平成17年排出ガス
基準75％低減達成
かつ

平成32年度燃費基準+20％達成車（乗用車）
税率を概ね50％軽減

平成27年度燃費基準+35％達成車（貨物車）
平成32年度燃費基準達成車（乗用車）

税率を概ね25％軽減
平成27年度燃費基準+15％達成車（貨物車）

※平成28年度にグリーン化特例（軽課）の対象となった車両は、平成29年度より標準税率となります。
【経年車重課】
　初めて車両番号の指定（最初の新規検査）を受けた月か
ら起算して13年を経過した軽四輪車等について、その後の
各年度の標準税率の概ね20％を重課されます。

（電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッ
ド、被けん引車は対象外。）

【お問合せ】税務課 税務係　☎935-2233（内線224 ～ 226）

　平成29年度の重課対象は、最初の新規検
査が平成16年３月以前の車両となります。
　最初の新規検査を受けた年月については、
自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認
いただけます。

納期限は
５月３1日（水）です！

お納め忘れのないよう
ご協力をお願いいたします。
（口座振替による納付の場合：
　振替日は５月31日（水）です。）

 【5月は軽自動車税の納期となっております。】
第1期 第2期 第3期 第4期

固定資産税 5月1日 7月31日 12月25日 平成30年2月28日
村県民税 6月30日 8月31日 10月31日 平成30年1月31日

軽自動車税 5月31日

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては村役場までお問い合わせください。
【お問合せ】税務課 徴税係　☎935-2233（内227）

納め忘れ
に注意！

１．身体障害者帳等交付による減免（障害者１人につき１台に限る。）
《対象となる車両の所有者（納税義務者）・使用目的》

所有者
（納税義務者）

運転者 使用目的（※車検証に「自家用」と記載
されているものに限る。）

身体障害者等本人
本人 使用目的は問いません。

生計を一にする者
常時介護する者（※）

身体障害者等の通学・通院・通所・生業
等のために使用するもの。※ 運転者が

「常時介護する者」となるのは、身体障
害者等が身体障害者等のみで構成される
世帯の者に限る。

身体障害者等と
生計を一にする者

本人生計を一にする者
常時介護する者（※）

《減免の対象となる障害の区分》

障害の区分
【身体障害者手帳】障害の程度 【戦傷病者手帳】障害の程度
本人の運転 本人以外の運転 本人の運転 本人以外の運転

視覚障害 1級～4級 1級～4級
特別項症から第4項症 特別項症から第4項症聴覚障害 2級～3級 2級～３級

平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級 － 特別項症から第2項症 －
上肢不自由 1級～2級 1級～2級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級～6級 1級～3級 特別項症から第6項症及

び第1款症から第3款症
特別項症から第3項症

体幹不自由 1級～3級、5級 1級～3級 特別項症から第4項症
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級～2級 1級～2級
－

移動機能 1級～6級 1級～3級
心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこ
う又は直腸の機能・小腸の機能障害 1級、3級 1級、3級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級～3級 1級～3級 －
肝臓機能の障害 1級～3級 1級～3級 －

障害の区分 障害の程度
知的障害 【療育手帳】 Ａ1　及び　Ａ2
精神障害 【精神障害者保健福祉手帳】 １級（自立支援医療（精神通院医療）受給者証の交付を受けている者に限る）

２．構造による減免
《対象となる車両》
　その構造が専ら身体障害者等の利用に
供するためのものである軽自動車等

（車検証に「車いす移動車」等と記載の
あるもの。）

【お問合せ】税務課 税務係　☎ 935-2233（内線 224 ～ 226）

納期限は
５月３1日（水）です！

お納め忘れのないよう
ご協力をお願いいたします。
（口座振替による納付の場合：
　振替日は５月31日（水）です。）

　一定の要件に該当する場合、納税義務者の申請により軽自動車税の減免
を受けることができます。必要なものをそろえて北中城村役場 税務課へ申
請してください。※ 期限後の受付はできません。

● 申請期限：5月31日（水）（12時～ 13時、土・日、祝日を除く。）

《減免申請に必要なもの》
・軽自動車税減免申請書　
・申請者（納税義務者）の印鑑
・運転者の運転免許証
・身体障害者手帳等（原本）
・軽自動車税納税通知書
・ 自動車検査証または標識交付証

明書
・（納税義務者の）マイナンバーカード
　 または通知カード及び運転免許

証等

　　　　　　　＊「減免継続申請」について ＊
　平成28年度に減免決定した方については、平成29年度減免
継続申請用の申請書を送付します。（納税通知書に同封します。）
減免を申請する場合は、申請書を記入・押印し、申請期限（5月
31日）までに税務課へ提出してください。
※郵送可：（送付先）〒901-2392 北中城村字喜舎場426番地2　北中城村役場 税務課（軽自動車税担当）

《減免申請に必要なもの》
・軽自動車税減免申請書　　　　　・申請者（納税義務者）の印鑑
・自動車検査証　　　　　　　　　・車両構造の確認ができる写真
・許可証、運行日誌等（法人等の場合）　
・軽自動車税納税通知書
・（納税義務者の）マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証等

※ 期限内に申請書の提出がない場合は、
減免を受けることができなくなります。

※ 申請内容に変更がある場合は「新規
申請」となり、上記《減免申請に必
要なもの》が必要となります。
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※ 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者または使用者に年税率が課税されます。
※ 自動車税とは異なり、月割りはありません。
※ 車検切れなどにより実際に運行していない車両であっても、抹消の手続きを行わなければ課税されます。
●二輪車等

車種
区分

原動機付自転車（125cc 以下） 軽二輪 二輪の
小型自動車 小型特殊自動車

50cc以下 50cc超
90cc以下

90cc超
125cc以下 ミニカー 125cc超

250cc以下 250cc超 農耕作業用 その他

税率 2,000 円 2,000 円 2,400 円 3,700 円 3,600 円 6,000 円 2,000 円 5,900 円

●三輪以上の軽自動車

車種区分

平成27年4月1日以降の新規登録車 平成27年3月31日までに最初の新規検
査を受けた軽自動車

標準税率
グリーン化特例（軽課）

右記以外
経年車重課

概ね
75％軽減

概ね
50％軽減

概ね
25％軽減

最初の新規検査から
13年を経過した車両

四
輪
以
上

乗
用

自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 5,500円 8,200円

貨
物

自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円 3,000円 4,500円

三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 3,100円 4,600円

【グリーン化特例（軽課）】
　平成28年4月1日から平成29年3月31日までに初めて車両番号の指定（最初の新規検査）を受けた軽四輪車
等で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて、平成29年度分に限り税率が軽減されます。

対　象　車 内容
電気自動車・天然ガス自動車（ポスト新長期規制からNO×10％低減） 税率を概ね75％軽減

ガソリン車・
ハイブリッド車

平成17年排出ガス
基準75％低減達成
かつ

平成32年度燃費基準+20％達成車（乗用車）
税率を概ね50％軽減

平成27年度燃費基準+35％達成車（貨物車）
平成32年度燃費基準達成車（乗用車）

税率を概ね25％軽減
平成27年度燃費基準+15％達成車（貨物車）

※平成28年度にグリーン化特例（軽課）の対象となった車両は、平成29年度より標準税率となります。
【経年車重課】
　初めて車両番号の指定（最初の新規検査）を受けた月か
ら起算して13年を経過した軽四輪車等について、その後の
各年度の標準税率の概ね20％を重課されます。

（電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッ
ド、被けん引車は対象外。）

【お問合せ】税務課 税務係　☎935-2233（内線224 ～ 226）

　平成29年度の重課対象は、最初の新規検
査が平成16年３月以前の車両となります。
　最初の新規検査を受けた年月については、
自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認
いただけます。

納期限は
５月３1日（水）です！

お納め忘れのないよう
ご協力をお願いいたします。
（口座振替による納付の場合：
　振替日は５月31日（水）です。）

 【5月は軽自動車税の納期となっております。】
第1期 第2期 第3期 第4期

固定資産税 5月1日 7月31日 12月25日 平成30年2月28日
村県民税 6月30日 8月31日 10月31日 平成30年1月31日

軽自動車税 5月31日

※納税は口座振替が便利です。手続き方法につきましては村役場までお問い合わせください。
【お問合せ】税務課 徴税係　☎935-2233（内227）

納め忘れ
に注意！

１．身体障害者帳等交付による減免（障害者１人につき１台に限る。）
《対象となる車両の所有者（納税義務者）・使用目的》

所有者
（納税義務者）

運転者 使用目的（※車検証に「自家用」と記載
されているものに限る。）

身体障害者等本人
本人 使用目的は問いません。

生計を一にする者
常時介護する者（※）

身体障害者等の通学・通院・通所・生業
等のために使用するもの。※ 運転者が

「常時介護する者」となるのは、身体障
害者等が身体障害者等のみで構成される
世帯の者に限る。

身体障害者等と
生計を一にする者

本人生計を一にする者
常時介護する者（※）

《減免の対象となる障害の区分》

障害の区分
【身体障害者手帳】障害の程度 【戦傷病者手帳】障害の程度
本人の運転 本人以外の運転 本人の運転 本人以外の運転

視覚障害 1級～4級 1級～4級
特別項症から第4項症 特別項症から第4項症聴覚障害 2級～3級 2級～３級

平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級 － 特別項症から第2項症 －
上肢不自由 1級～2級 1級～2級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級～6級 1級～3級 特別項症から第6項症及

び第1款症から第3款症
特別項症から第3項症

体幹不自由 1級～3級、5級 1級～3級 特別項症から第4項症
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級～2級 1級～2級
－

移動機能 1級～6級 1級～3級
心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこ
う又は直腸の機能・小腸の機能障害 1級、3級 1級、3級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級～3級 1級～3級 －
肝臓機能の障害 1級～3級 1級～3級 －

障害の区分 障害の程度
知的障害 【療育手帳】 Ａ1　及び　Ａ2
精神障害 【精神障害者保健福祉手帳】 １級（自立支援医療（精神通院医療）受給者証の交付を受けている者に限る）

２．構造による減免
《対象となる車両》
　その構造が専ら身体障害者等の利用に
供するためのものである軽自動車等

（車検証に「車いす移動車」等と記載の
あるもの。）

【お問合せ】税務課 税務係　☎ 935-2233（内線 224 ～ 226）

納期限は
５月３1日（水）です！

お納め忘れのないよう
ご協力をお願いいたします。
（口座振替による納付の場合：
　振替日は５月31日（水）です。）

　一定の要件に該当する場合、納税義務者の申請により軽自動車税の減免
を受けることができます。必要なものをそろえて北中城村役場 税務課へ申
請してください。※ 期限後の受付はできません。

● 申請期限：5月31日（水）（12時～ 13時、土・日、祝日を除く。）

《減免申請に必要なもの》
・軽自動車税減免申請書　
・申請者（納税義務者）の印鑑
・運転者の運転免許証
・身体障害者手帳等（原本）
・軽自動車税納税通知書
・ 自動車検査証または標識交付証

明書
・（納税義務者の）マイナンバーカード
　 または通知カード及び運転免許

証等

　　　　　　　＊「減免継続申請」について ＊
　平成28年度に減免決定した方については、平成29年度減免
継続申請用の申請書を送付します。（納税通知書に同封します。）
減免を申請する場合は、申請書を記入・押印し、申請期限（5月
31日）までに税務課へ提出してください。
※郵送可：（送付先）〒901-2392 北中城村字喜舎場426番地2　北中城村役場 税務課（軽自動車税担当）

《減免申請に必要なもの》
・軽自動車税減免申請書　　　　　・申請者（納税義務者）の印鑑
・自動車検査証　　　　　　　　　・車両構造の確認ができる写真
・許可証、運行日誌等（法人等の場合）　
・軽自動車税納税通知書
・（納税義務者の）マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証等

※ 期限内に申請書の提出がない場合は、
減免を受けることができなくなります。

※ 申請内容に変更がある場合は「新規
申請」となり、上記《減免申請に必
要なもの》が必要となります。
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み ん な の 広 場

和仁屋公民館での試食会、学校給食で好評だった
「アーサ麺」がついに販売開始となりました。

　3 月 24 日、村商工会はあやかりの杜にて「アーサ麺」商
品発表記者会見を開きました。 安里邦夫会長は「北中城村、
村教育委員会、中部農林高校の協力をいただきまして商品発
表の運びとなりました。 村産アーサ 100％を使用した新たな
特産品として開発しました。アーサは健康食品でもあり、村
の特産品を村内外に発信できることが嬉しい」と述べました。
新垣邦男村長は「自分達の力で新商品を開発できたことは、
自信につながります。アーサの拠点産地である北中城村産の

『アーサ麺』を食べて村民のみならず、沖縄県民が健康にな
ることに寄与していくことになる」と祝辞を述べました。
　開発に関わった中部農林高校の前濱裕真さんは「自分達が
作ってきたものを喜んでもらえて嬉しい。ゆで麺は沖縄そば
に、生麺はパスタに向いている。 味付けしなくてもおいしい
ので汎用性があると思う」と胸をはりました。

カーブス宜野湾上 . 原店より寄贈
�

　3 月 16 日、女性専用フィットネスクラブ「カーブス宜野湾
上 . 原店」の野添オーナーらが村役場を訪れ、北中城村へ食
料品を寄贈しました。
　カーブスでは自分達にできる地域貢献としてメンバーの想
いをひとつにしてフードドライブを行なっています。
　フードドライブは、家庭にある食料（缶詰やレトルト食品な
どの保存食品）を募り、食料を必要としている地域の社会福
祉施設等に寄付をする為の活動です。同クラブは 10 年前か
ら行なっており、毎年本村へも寄贈いただいております。
　カーブス宜野湾上 . 原店では北中城村在住の利用者も多く、
1ヶ月間の募集期間に多くの食品が集まったそうです。
　喜納福祉課長は「毎年ありがとうございます。主に児童福
祉に活用させていただきます。」と感謝しました。

安里恵美さんより図書の寄贈
�

　3 月 6 日、安里恵美さんより、図書「チムド
ンドンおきなわ」の寄贈がありました。沖縄のみ
力がギュッとつまった、心あたたまるストーリーと
なっています。 安里さんは幼稚園での読み聞か
せ、喜舎場公民館でもスクリーンを使った上映
会もされました。 安里さんは「親子での読み聞
かせでも、観光客へ沖縄のみ力を伝えることも
出来る作品です。 小学校へ 20 冊の寄贈します
ので、ご活用ください」と語りました。 新垣村
長は「沖縄の魚も登場しており、名前も覚えら
れる。 絵がやわらかくて、子どもが絵本に入り
やすい」と感謝の言葉を述べました。

ピンチをチャンスに！アーサ麺開発エピソード
　平成２７年イオンモール出店により地域経済に大きな影響
が出ることが予想される中、ビジネスチャンスの到来と考え
北中城村が女性長寿日本一であること、沖縄県より拠点産
地認定を受けていることから「アーサ」を利用した開発を考
えたそうです。中部農林高校食品化学科と共同で商品開発
し、様々な試行さく誤を繰り返しながら、屋嘉比教諭指導の
下、商品化までに 2 年を費やし完成しました。生の「アーサ」
を使った試作品は県内外の物産展では完売するなど消費者
からの反応もよく、通常販売はいつやるのかとも聞かれほど、
好評を得たそうです。

取扱店
しおさい市場
イオンスタイルライカム店
・生めんん

2 食￥258 円（外税）
・ゆでめん

2 食￥178 円（外税）

アーサ麺

2 食￥178 円（外税）

アーサ麺販売開始

　健康長寿 女性日本一

アーサ特 産品商品

イオンスタイルライカム店で販売

北中城商工会
　　　　　　中部農林高校
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『北中城といったら、アーサでしょ！』をひろめたい！！
　昔、北中城には海あるの？と言われてしまった程、海がないと思われがちな北中
城の名誉を挽回したい、品質の良いアーサを皆に食べてほしいと商品開発に取り
組んだ田仲さんご夫婦に、本年 2 月に完成したばかりの新商品「願寿アーサスープ・
雑炊」について話を伺いました。

おすすめポイント
アーサの風味や色を生かすために、A 級品の乾燥アーサを
使っています。多良間島産の完全天日干塩を使用し、塩分
を抑えているので、健康食としてはもちろん、介護食や離
乳食としても活用できます。また時間はかかるけれど、雑
炊は水で戻すことができ、賞味期限が１年半あるので、保
存食としても適しています。老若男女問わず食べられるよう
に考えました。

味について
磯の香りがしっかりしていて、アーサを食べているのを感じ
ることができる。緑が鮮やかで目と食感、風味を楽しめる。

難しかったこと
アーサ雑炊は、米とアーサの割合の調整、フリーズドライの
スピード調整によって食感が変わるので試行錯誤しました。

これからについて
もずくは、県外県内問わず流通しているが、アーサは高価
で流通していないのが現状。北中城のアーサを手軽に食べ
てほしいので、価格を抑えています。アーサには、小エビ
や貝、ゴミ等が混ざってしまうので、手作業で熟練の方々
が選定した組合のアーサを使い、安定した生産をしていき
たい。まずは村内、そして県内、さらに全国展開をした後に、
お粥文化のある台湾やシンガポールにも健康食として広め
たい。また塩味以外の味も展開していこうと考えています。

前田　美奈子（まえだ　みなこ）
経歴…・スカイツリータウンインフォメーション
　　　　�オープニングスタッフとして 4 年間勤務。 観光案内なら、

お任せあれ�！！
　　　・�歯科助手　5 年半勤務。 ハブラシ選び、ハミガキレッスン

いつでもします�！！
　　　��その他…�宮古島楽園の果実 ( カフェ、SHOP 販売 )。マクド

ナルド。セブンイレブン等。
出身…千葉県。母は広島！父は奄美大島の喜界島のハーフです�！（笑）現在渡口在住です。
趣味…カフェ巡り。一人旅。全国制覇中�！！�残り 17 県！！
好きなこと…写真。読書。おしゃべり。
苦手なこと…料理。食べるのは好きです�！�ぜひ料理教えてください�！！
好きな方言…ちむどんどん�！�ちゃーびらさい！可愛らしくて気に入っています。
好きなアーティスト…HY、MONGOL800、back�number、秦基博

○北中城でやりたいこと
　なんでもやりたがりです�！�楽しいこと、勉強大好きです�！�北中
城の方と、たくさん話をしたいです�！(^ О ^) ♪
　歴史、文化財、人、物、カフェ、祭り、イベント、なんでも教
えて下さい！北中城の魅力を私に発信させて下さい�！
　将来、簡易宿泊施設ゲストハウスをやるのが目標です�！
　ひまわり畑でフォトウエディング、一緒にカフェや中城城跡巡り…
　ワクワクしますね�！�楽しいこと一緒にしましょう�！

○最後にアピール ！！
　沖縄が大好きで、修学旅行が初めての来沖で、宮古島への移
住を含まずに 23 回来ています。ライカム、中城城跡にも訪れま
した。沖縄限定ルピシアお気に入りです�！

　とっても CUTE なゆくりん号に乗っています�！
　身長 150ｃｍ�！�特徴ある声です�！
　見かけましたら是非�！�気軽に話しかけてください�！
　いつでも笑顔で応えます�！�ゆんたくしましょう☆

はいさい地域おこし協力隊です！

・アーサスープ
　２食￥280（外税）　
・アーサ雑炊
　１食￥280（外税）

　　　　　　たなか海産　願寿アーサスープ・アーサ雑炊 　健康長寿 女性日本一

アーサ特 産品商品

最後にメッセージ
【まずは北中城の人に食べてほしい！！】

　アーサといったら汁のイメージが強く、バリエーションに欠けていたのを逆手に、
アーサスープはフリーズドライになっているので、細かく砕いて炒飯やパスタ、出
し巻き卵の味付けにも使ってもらいたい。味付けはもちろん、色味も綺麗になり、
オススメです。（左から新垣村長、田仲さんご夫婦、楚南農林水産課長）

新 商 品

前列左から 3 番目が前田さん
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Informationお知らせ

臨時福祉給付金（経済対策分）１万５千円の給付が始まります。
対象者と見られる皆様には、5 月の下旬に申請書等、申請に必要な書類が送付されますので、ご確認下さい。
※ 前回の給付金３千円を受給された方も新たに申請が必要です。

【支給対象者について】
　○ 　支給対象者は、平成 28年度臨時福祉給付金の支給対象者です。
　　なお、平成 28年度臨時福祉給付金の支給対象者は以下の通り。
　　①　平成 28年 1月 1日において、北中城村の住民基本台帳に記録されている方（※）
　　②　平成 28年度（平成 27年 1月 1日～ 12月 31日）の市町村民税（均等割）が課税されない方
　　　ただし、以下の場合は対象外です。

　　　・あなたを扶養している方が課税されている場合
　　　・生活保護制度の被保護者となっている場合
　　　・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者である場合
　　　・国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者である場合
　　　・ハンセン病療養所非入所者給与金（援護加算分）の受給者である場合　

　※ 下記に該当する方は、扶養関係に関わらず臨時福祉給付金（経済対策分）の支給対象となる可能性が
あります。詳細は、北中城村の窓口にお問い合わせください。

　　・配偶者からの暴力を理由に避難されており、現在北中城村にお住まいの方（ＤＶ被害者）
　　・児童福祉施設に入所している児童や里親に委託されている児童等で、現在北中城村にお住まいの方
　　・ 障害者や高齢者で虐待を受け、入所等の措置が採られている方で、平成 28年 1月 1日時点の住民

票所在市区町村が北中城村の方
　○　支給額は、支給対象者 1 人につき 1万 5千円です。
　〈外国人の方の場合〉
　○　短期滞在者及び不法滞在者については、支給の対象にはなりません。
　○ 　臨時福祉給付金（経済対策分）の申請日から 30日を経過するまでの間に在留期間の満了日等が到
来する方については、臨時福祉給付金（経済対策分）の支給時に在留資格等を有することが確認でき
ないため、在留期間の更新等を行ってから、臨時福祉給付金（経済対策分）を申請してください。

　〈亡くなられた方の場合〉
　○ 　平成 28年 1月 1日から支給決定がされる前の間に亡くなられた方については、支給の対象にはな
りません。

　○　ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。

（お問合せ）福祉課社会福祉係　☎ 935-2233（256）

　北中城村老人デイサービスセンターは平成 15年に整備しており、「北中城村生きがい活動支援通所事
業（以下、通所事業という）を実施し、高齢者を対象とした生きがいづくり、社会参加の促進、社会的孤

独を解消及び自立生活の助長を図ってきました。しかし、経年劣
化による空調設備の故障が原因で、夏場の活動プログラムの変更
や中止、別施設で事業を実施せざるを得ない状況など支障をきた
しておりましたが、平成 28年度に「沖縄防衛局　調整交付金事業」
において空調設備の改修工事を実施し、通所事業の安定的な実施
を確保することができました。今後の高齢者の生きがいづくり、社
会参加の促進、社会的孤立の解消を図ることに寄与するものです。

（お問合せ）福祉課高齢者福祉係 ☎ 935-2233（260）

老人デイサービスセンターの空調設備改修工事
「平成28年度　沖縄防衛局　調整交付金事業」

お知らせお知らせ

臨時福祉給付金（経済対策分）の給付について
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Informationお知らせ

北中城村地域安全・防災メール携帯電話等で
情報を受け取るシステムです

地域安全・防災情報（必ず受取れます）
　・避難勧告・土砂災害情報・不審者情報・消費者保護情報・通行止め情報・断水情報など
その他情報（次の選択肢からいくつも選べます）
　〇イベント情報（まつり、講演会など各種イベント情報）
　〇生涯学習情報（各種サークルなどの活動情報など）
　〇子育て支援情報（保育所や子育て支援センターなどからの情報）
　〇健康情報（各種健診や予防接種等）

　北中城村では、新たな情報伝達手段として、携帯電話、パソコンへ電子メールで、役場からの様々な情報を配
信する「北中城村地域安全・防災メール」システムの運用を開始しました。
　「北中城村地域安全・防災情報メール」に登録し、防災情報をはじめとした役場からの情報をいつでもどこで
も迅速に受け取れるようにしましょう。（使用料は無料ですが、メール１通あたり 1 ～２円のパケット通信料が
かかります。登録方法は下の「登録手順」をお読み下さい。）
利用登録の注意点
※迷惑メール対策をしている場合はメールを受け取れない場合があります。@raiden2.ktaiwork.jp からのメールを受
信可能なように設定してください。

登録手順③
配信情報を選択して、「次へ」を押します。

登録手順④
入力内容を確認し、「登録」を押します。

登録手順⑤
　登録完了です。数分以内
に、登録完了のお知らせ
メールが届きます。この
メールには、登録内容変
更・配信解除用ＵＲＬが記
載されています。

登録手順①
１．下記のＵＲＬに空メールを送りましょう。
※空メール送信の方法については、お持ちの携帯電話の
　説明書に従ってください。
　　　　　　　
bousai.kitanakagusuku-vil
@raiden2.ktaiwork.jp

QRコードからの読み取りが便利です。

登録手順②
　数分以内に、登録用URL
が記載されたメールが届き
ます。
　ＵＲＬを押します。

携帯電話からの登録方法

☎050-5578-2623
北中城村テレフォンサービス用電話番号です
※最新の配信情報が自動音声で流れます。ぜひ，ご利用
　ください。(通話料はご負担いただきます)
　
お問い合わせ　総務課　総務係
　　　　　　　電　話：098-935-2233
　　　　　　　ＦＡＸ：098-935-3488

11 2017. 5月号 広報



柔道整復師、はり・灸・あん摩・マッサージの施術について

施術内容照会ご協力のお願い

　身近にある整骨院や接骨院ですが、健康保険が使える場合と使えない場合があるのをご存知でしたか？施術所の看
板に「健康保険取扱」と表示されていても、健康保険が適用されないケースもあります。
◆柔道整復師

◆はり・灸・あん摩・マッサージ
○はり・灸�………………�神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など。
○あん摩・マッサージ�…�筋肉がまひして自由に動かせない（筋まひ）、間接拘縮等の症状の改善が目的の施術。
※上記の理由により、医師が必要と認めて医師の同意書や診断書がある場合に保険適用となります。
　また、疲労回復や慰安目的、病院や診療所などで同じ疾患を治療中の場合は保険適用ができません。

×健康保険が使える場合
・捻挫、打撲、挫傷（肉離れなど）

例）転んで足首を捻ったり、スポーツ中に捻挫をしたりなど
・骨折、脱臼（応急処置の場合や医師の同意がある場合）

健康保険が使えない場合
・日常生活から来る単なる肩こりや筋肉疲労など
・内臓疾患や脳疾患後遺症から来る痛み
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中の負傷

　北中城村では、「医療費適正化」の一環として、整骨院・接骨院などの施術所で受診された施術内容・施術経過・
負傷原因等を、受診者のみなさまへ照会させていただいております（保険適用分のみ）。この照会は、施術所からの
請求内容が適正であるかを確認するためであり、点検機関（ガリバーインターナショナル株式会社　所在地：沖縄県
那覇市）に業務委託しております。点検機関から照会文書が送られてきましたら、回答をご記入いただき期限までに

「保険管理センター」宛にご返送くださいますようお願いいたします。
※内容照会は、受診した数ヵ月後に届きますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
※平成 17年度 4月施行の個人情報保護法に基づき、回答された内容は、委託先との間で「施術所に
確認する際の資料としてのみ使用する」旨の契約を交わして取り扱われます。

【お問合せ】健康保険課国民健康保険係　☎ 935-2233（内線 263）

国民健康保険の適正な運営のた
めに、ご理解・ご協力のほどよ
ろしくお願いいたします！

シニア健康推進リーダー・ボランティア養成講習会
　シニアの皆さんの健康づくりをお手伝いするリーダーとボランティアを養成するた
めの講習会を開催します。シニア（高齢者）の健康づくり、介護予防を行う上で大切
な知識と運動について学びます。　
　講習会終了した後は、村内の介護予防事業や地域で行っている住民主体の体操サー
クルのお手伝いをして頂きます。現在、安谷屋、渡口、荻道、大城、島袋、仲順、熱
田で体操サークルが活動しています。
　健康づくりやボランティア活動に関心のある方は、ぜひご参加ください！

日　時：平成29年６月１日（木）９時～午後３時
場　所：北中城村総合社会福祉センター研修室
対　象：村内在住の20歳以上シニアの健康づくりに協力できる方
受講料：無料　　定員：20名（定員に達し次第、締め切り） 
締切り：５月25日（木）
申込み：役場福祉課（高齢者福祉係）窓口またはお電話で申し込み下さい。
担　当：岡本・玉城　TEL935－2233（内線260）

【養成講習会の内容】
　●北中城村の高齢者の現状
　●北中城村の健康づくりの方針
　●健康長寿の秘訣
　●健康づくりに効果的な運動
　●認知症予防（認知症サポーター認定講習会）
　●自主体操サークルの運営

Informationお知らせ
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社会福祉協議会へ
▼喜舎場426-2番地　仲順児童館、島袋児童館様　10,202円
　第31回北中城しおさいまつり収益金の一部として
▼屋宜原617番地　上里幸政様　３万円
　故母　上里フミ様の香典返しとして
▼荻道44番地　安里光子様　５万円
　故夫　安里盛善様の香典返しとして
▼島袋116-3番地　富永みさ子様　３万円
　故夫　富永文雄様の香典返しとして
▼島袋156番地　比嘉盛保様　５万円
　故妻　比嘉静子様の香典返しとして
▼島袋324番地　比嘉明子様　３万円
　故夫　比嘉正儀様の香典返しとして
▼安谷屋206番地　GALLERY絵夢　比嘉道子様　１万円
　故夫　喜八郎様の香典返しとして
▼和仁屋141番地２　眞榮城守見様　３万円
　故母　眞榮城マツヱ様の香典返しとして
▼和仁屋141番地２　眞榮城守見様　15,138円
　社会福祉事業のため
村老人クラブへ
▼屋宜原617番地　上里幸政様　３万円
　故母　上里フミ様の香典返しとして
▼島袋324番地　比嘉明子様　２万円
　故夫　比嘉正儀様の香典返しとして
育英会へ
▼島袋116-3番地　富永みさ子様　３万円　
　故夫　富永文雄様の香典返しとして
▼和仁屋141番地２　眞榮城守見様　３万円
　故母　眞榮城マツヱ様の香典返しとして

　　29年4月1日から「障害者総合支援法」の
　　対象となる疾病を３５８に拡大します

ご　芳　志

　 報告書を発刊しました！文化振興だより

　平成29年４月１日から「障害福祉サービス等※１」の
対象となる疾病が332から358へ拡大されます。対象と
なる方は、障害者手帳※２をお持ちでなくても、必要と認
められた支援が受けれます。
※１　障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業（障

害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む）
※２　身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
 対象となる方 
　厚生労働省ホームページか、村役場福祉課社会福祉係
までお問合せください。
 手　続　き 
◆対象疾病に罹

り
患
かん
していることがわかる証明書（診断書

など）を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサー
ビスの利用を申請してください。
◆障害支援区分の支給決定などの手続き後、必要と認め
られたサービスを利用できます。
（訓練系、就労系サービス等は障害支援区分の認定を受
ける必要はありません）
◆詳しい手続き方法については、お住まいの市町村の担
当窓口にお問合せください。
【お問合せ】福祉課社会福祉係　☎935-2233（内255）

　北中城小学校に新しいパソコンが
　整備されました

　平成28年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用
し、北中城小学校のパソコン教室に新たなパソコン機器
が整備されました。授業を円滑に行う環境が整えられた
ことにより、情報活用能力の育成や情報モラル教育の更
なる充実が期待されます。

【お問合せ】教育総務課総務係　☎935－3773

Informationお知らせ

　去る３月24日、村教育委員会から『ノ
ロ ―沖縄県北中城村「島袋のろ殿内資
料」を通して―』を発刊しました。本報
告書は2011（平成23）年４月に発見さ
れた「島袋のろ殿内資料」の解説を行い
つつ、旧中城間切（村）時代のノロ資料、
琉球・奄美沖縄のノロ制度やノロ祭祀を

幅広い視点で捉え、ノロの生活実態を浮かび上がらせた
ものとなっています。この機会にぜひノロという神女の
歴史に触れてみてはいかがでしょうか。
　本報告書を編纂するにあたり、多くの方々にお世話に
なりました。この場をかりてお礼申しあげます。また、
今後も村の歴史や文化を掘り起こしていきたいと思いま
すので、ご協力のほどよろしくお願い致します。
　販売は行っておりません。自治会公民館、あやかりの
杜図書館、中央公民館図書室などに配布予定です。

【お問合せ】生涯学習課文化振興係　☎935－３773
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フェイクスイーツ講座
日　時：６月６・13・20・27 毎週火曜日
　　　　午前10時～11時30分（全４回）
場　所：北中城村立中央公民館
　　　 （２階研修室）
対象者：村内在住・在職の一般成人
定　員：12人　　講師：玉城　千秋
内　容：樹脂粘土をこねて、アクセ
　　　　サリーなどかわいいフェイ
　　　　クスイーツ作り
材料費：1000円
募集期間：５月８日（月）～５月26日（金）
ただし、定員に達し次第締め切ります。

フェイクスイーツ講座
日　時：６月６・13・20・27 毎週火曜日
　　　　午前10時～11時30分（全４回）
場　所：北中城村立中央公民館
　　　 （２階研修室）
対象者：村内在住・在職の一般成人
定　員：12人　　講師：玉城　千秋
内　容：樹脂粘土をこねて、アクセ
　　　　サリーなどかわいいフェイ
　　　　クスイーツ作り
材料費：1000円
募集期間：５月８日（月）～５月26日（金）
ただし、定員に達し次第締め切ります。

大人のチャレンジ！ヒップホップダンス講座
日　時：①６月２日（金)
　　　　　　　　10時～11時30分
　　　　②６月９日　　　　〃
　　　　③６月16日　　　　〃
　　　　④６月30日　　　　〃
場　所：村立中央公民館ホール
受講料：無料
対　象：村内在住・在職の方，男女
　　　　年齢問わず！
講　師：島崎琴羽（ヒップホップダン
　　　　スサークルWINGS講師）
募集期間：５月10日（水）～24日（水）

大人のチャレンジ！ヒップホップダンス講座
日　時：①６月２日（金)
　　　　　　　　10時～11時30分
　　　　②６月９日　　　　〃
　　　　③６月16日　　　　〃
　　　　④６月30日　　　　〃
場　所：村立中央公民館ホール
受講料：無料
対　象：村内在住・在職の方，男女
　　　　年齢問わず！
講　師：島崎琴羽（ヒップホップダン
　　　　スサークルWINGS講師）
募集期間：５月10日（水）～24日（水）

魅惑の！タヒチアンダンス講座
日　時：①６月５日（月）
　　　　　　　　19時～20時30分
　　　　②６月12日　　　 　〃
　　　　③６月19日　　　 　〃
　　　　④６月26日　　　 　〃
場　所：村立中央公民館ホール
受講料：無　料
対　象：村内在住・在職の方なら、ＯＫ
講　師：相馬佳代子
募集期間：５月10日（水）～24日（水）

魅惑の！タヒチアンダンス講座
日　時：①６月５日（月）
　　　　　　　　19時～20時30分
　　　　②６月12日　　　 　〃
　　　　③６月19日　　　 　〃
　　　　④６月26日　　　 　〃
場　所：村立中央公民館ホール
受講料：無　料
対　象：村内在住・在職の方なら、ＯＫ
講　師：相馬佳代子
募集期間：５月10日（水）～24日（水）

マナビィだよりナナナナナナナナナナナナナナナビビビビビビビビビビビビビビビィィィィィィィィィィィィィィィィだだだだだだだだだだだだだだよよよよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりりりりマナビィだより 北中城村教育委員会 生涯学習課
電話９３５－３７７３
北中城村教育委員会 生涯学習課
電話９３５－３７７３

①１ヶ月以内に他のワクチン接種
を受けた場合、体調に不安があ
る場合は主治医の獣医師にご相
談下さい。
②問診票は必ず自宅で記入し、持
参して下さい。
③リード・首輪を抜けないように
必ずつけて下さい。胴輪は危険
です。
④犬をしっかり制御できる（犬の
力に負けない）人が連れて来て
下さい。
⑤予防接種後２～３日は安静にし、
交配、シャンプーは避けて下さ
い。
⑥糞尿を済ませて来て下さい。
⑦糞をした場合は飼主の責任で持
ち帰って下さい。
⑧咬む癖のある犬、他の犬に対し
攻撃的な犬は、必ず口輪を付け
て来て下さい。
⑨首輪に鑑札が付いているかを確
認して下さい。（紛失の場合は再
交付の申請が必要です）

１．集合注射の日程

２．指定動物病院（北中城村契約分）でも受けられます。

注：指定動物病院で狂犬病予防注射等を希望する場合は、各自で上記にお問合わせ下さい。
３．料　金
　①登録手数料（まだ登録してない犬）3,000 円
　②狂犬病予防注射料金　3,200 円

６月４日 対象：生後91日以上の犬 ６月11日 対象：生後91日以上の犬
和仁屋公民館 ９時00分～９時30分 美崎中央広場 ９時00分～９時30分
大城公民館 ９時50分～10時20分 熱田公民館 ９時45分～10時15分

喜舎場公民館 10時35分～11時05分 安谷屋公民館 10時35分～11時05分
屋宜原公民館 11時15分～11時35分 荻道公民館 13時00分～13時30分
石平公民館 13時10分～13時30分 瑞慶覧公民館 13時45分～14時05分
仲順公民館 13時50分～14時20分 島袋公民館 14時30分～15時00分

渡口公民館 14時30分～15時00分

動物病院名 住　所 電話番号
１ ペットメディカルセンターエイル 沖縄市比屋根2-2-1 098-930-2222

２ アネシスペットクリニック 宜野湾市野嵩1-50-5 098-896-1711
３ 動物病院20時コザ医院ＡＮＥＸ 沖縄市松本5-19-2 098-988-7650
４ 美里動物病院 沖縄市越来3-14-39 098-934-4110
５ Tama動物病院 沖縄市古謝1135-5 098-937-3737
６ フレンズ動物病院 北谷町北前1-11-12 098-926-2033
７ ながみねどうぶつクリニック うるま市前原308-4 098-976-0001
８ アニマル診療所はね 北中城村字仲順26-1（2F） 098-935-5132
９ 動物病院22時北谷医療センター 北谷町伊平459-4 098-923-1935

平和を守る北中城村民の会 総会及び平和講演へのご案内
　平和を守る北中城村民の会第 35 回総会を下記のとおり開催致します。公私ともご多忙中のところ
とは存じますが、総会終了後平和講演会を開催いたしますのでご参加下さいますようご案内致します。

【お問合せ】総務課職員係
TEL935-2233（内 313）

　１　平和を守る北中城村民の会第35回総会
　　　日時：2017年５月20日（土）午後３時00分～
　　　場所：北中城村立中央公民館（１階ホール）

　２　平和講演会
　　　開演時間：総会終了後
　　　場　　所：北中城村立中央公民館（１階ホール）

予防注射を受ける時の注意事項予防注射を受ける時の注意事項 お問合せ　住民生活課
☎935-2233（内 238）
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団地2/20 石平の桜小路
日頃から団地の花壇
の手入れをしている
皆さんで、石平の桜
小路の散策へ。きれ
いな桜に『きれいね
～』と思わず声に出
るほど、素敵な癒し
の時間でした。

茶の間通信員　宮城　奈々

大城 3/27 グランドゴルフ
公民館にてグランド
ゴルフが行われまし
た。その後、学事奨
励会・中北消防の方
による住宅危機防災
説明会も行われ、そ
して結果発表！嬉し
そうに景品をいただいていました。

茶の間通信員　外間　理恵

相
談
コ
ー
ナ
ー

相 談 名 と  き と こ ろ 内  容 相 談 員

人権相談 ６月２日（金）10時～16時 村役場
担当：総務課

人権問題、いじめ、サラ金、もめ
ごと

那覇地方法務局（沖縄支局）
/☎937-3278

法律相談
５月９日（火）13時～16時
予約制です
予約先：村役場総務課
☎935-2233（内線313）

村役場
担当：総務課

法律的な相談であればどんな内容
でも可 池宮城紀

と し お

夫 弁護士

健康相談 ＴＥＬ予約 ９時～11時 村役場
担当：健康保険課

体重・体脂肪チェック
生活習慣病等の相談

保健師
/☎935-2233

教育相談 月曜日～金曜日
（要予約）

８時30～
　15時30分

村教育委員会
担当：教育総務課

児童生徒及び保護者への教育上の
問題・悩み・困り事相談・助言

月～金　比嘉　美奈子（教育相談員）
/☎935-3773

障害に関
する相談

月曜日～金曜日 ８時30分～
　17時15分 村役場

担当：福祉課
知的・身体・精神に障害をお持ち
の方、および家族等への支援（相
談支援事業とあわせて実施）

精神保健福祉士・社会福祉士また
は専門相談員
専門相談員への相談は
/☎935-2233

専門相談員への相談
は毎週水曜日～金曜日 10時～15時

高齢者
なんでも

相談
月曜日～金曜日 ８時30分～

　17時15分
村役場
担当：地域包括
支援センター

高齢者の健康、介護、権利など全般
保健師・社会福祉士・ケアマネー
ジャー 
/☎935-5922

もの忘れ
相談 月曜日～金曜日 ８時30分～

　17時15分
村役場
担当：地域包括
支援センター

もの忘れ・認知症の介護にお困り
なことなど

保健師・看護師、または認知症専
門医（要事前相談）
/☎935-5922

心配ごと
相談 月曜日～金曜日 10時～16時

村総合社会福祉
センター
担当：社会福祉
協議会

月～金：一般相談
火・木：障害者相談（ピアサポート）
金：消費生活相談
（サラ金、クレジット、悪質商法など）

月：富永みさ子　火：仲田美和子
水：大城　幸子　/☎935-4755
木：瑞慶覧京子(FAX兼用)
金：消費生活相談員

育児に関
する相談 月曜日～金曜日 ８時30分～　

　17時00分
子育て支援
センター 育児に関する相談全般 子育て指導員（保育士）

/☎982－0505
税に関す
る相談

５月10日（水）
（要予約） 13時～16時 村役場

担当：総務課
相続・贈与・土地譲渡等の税金の
相談 税理士：喜納　秀樹

集
い

ふれあい
子育て
サロン

★第 1 火曜日：総合社会福祉センター　　★第 1 金曜日：和仁屋公民館
★第 2 火曜日：喜舎場公民館　　　　　　★第 2 金曜日：総合社会福祉センター
★第 3 火曜日：島袋児童館　　　　　　　★第 3 金曜日：島袋公民館
★第 4 火曜日：大城公民館　　　　　　　★第 4 金曜日：安谷屋公民館
　（いずれも 10 時～正午まで）

５月の事業予定

保
健
・
予
防
カ
レ
ン
ダ
ー

と　　き 事業名 ところ 催
し
物
・
そ
の
他

と　　き 事業名 と こ ろ
５月２日（火） ８：30 ～ 11：00 集団健診 大城公民館 ５月 21 日（日） 体協　卓球 中央公民館ホール

５月 15 日（月）
８：30 ～ 11：00 集団健診

熱田公民館 ５月 28 日（日） 体協　ボウリング レーントゥセントラル
13：00 ～ 14：00 婦人科検診

５月 17 日（水） ８：30 ～ 11：00 集団健診 和仁屋公民館
５月 19 日（金） ８：30 ～ 11：00 集団健診 中央公民館
５月 23 日（火） 13：00 ～ 14：00 ３歳児健診 中央公民館

５月 29 日（月）
８：30 ～ 11：00 集団健診

喜舎場公民館
13：00 ～ 14：00 婦人科検診

妊婦さん、子育て中のお母さん、お
子さんと一緒に交流しましょう！

絵本の読み聞かせやリズムあそび等
をします。子育てに関するご相談は

社会福祉協議会 / ☎ 935-4520

2017年 5月（皐月）  掲示板 ※祝祭日等に当たる場合は、
　変更もしくは予定なし

 ひとりごと  名護に桜を見に行きました。名護城の階段を 3 歳になる息子が上りきり成長を感じました。私も4 月からエンジン全開で「ちばりYO!!」（fu-mi）
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喜舎場2/26 ビーンボウリング大会
自治会主催のグラウンド
ゴルフ大会が雨天の為に
ビーンボウリング大会へ
変更となりましたが多く
の区民が参加しました。
競技後の懇親会で個人の
１位～３位や各賞、参加
賞に笑顔いっぱい和気あ
いあいと交流を深めました。

茶の間通信員　岩永　妙子

荻道 3/25 思い出ピクニック
生涯学習と学年最後の思
い出作りを目的に子供育
成会で北部へバスピク
ニック (^^♪名護のゴー
ダック（国際海洋調査研
究所）と古宇利島を見学
しました。子供達はゴー
ダックが興味深かったようです。友達とのピクニック
はたくさんの楽しい思い出ができたかな？

茶の間通信員　久保　玲子

石平 3/5 敬　老　会
クスッキーを終
えた日曜日、公
民館にて敬老会
が行われ、三線
演奏、子ども会
や老人会、青年
会による余興な
どで盛り上がりました。青年会のがんじゅう体操では
来場者も一緒に手足を伸ばして “ちゃ～がんじゅう！”

茶の間通信員　比嘉　さとみ

屋宜原3/21 ピクニック
屋宜原老人クラブ
は宜野座村へピク
ニックに行きまし
た。かんなパーク
ゴルフ場でグラウ
ンドゴルフをした
あと、博物館など
の見学をしました。帰りは恩納村の道の駅で買い物を
楽しみました。

茶の間通信員　与那嶺　由美

渡口 3/12 いざ！という時の為に
渡口自主防災会主催の
「消火訓練及び心肺蘇生
法の講習会」が中北消防
本部の協力で行なわれま
した。区民は消火器訓練、
バケツリレー、心臓マッ
サージ、AED 取扱い等に積極的に参加していました。
いざという時に適切な行動がとれるよう訓練の継続と
地域、家庭の連携の大切さを学んだ一日でした。

茶の間通信員　玉城　小百合

瑞慶覧3/26 清 掃 活 動
３月２６日の清
掃活動の様子で
す。
４月の学事奨励
会・慰霊祭に向
けて綺麗になり
ました。参加し
た皆さん、お疲
れ様でした。

茶の間通信員　比嘉　泰子

熱田 3/13 防災地域づくり第１回研修会（第２回）
公民館で研修が行なわ
れ、災害時に避難行動
要支援者を地域でどの
ように支援するか。
第１回は避難経路を
確認し、地域で声か
けが必要な方への共
助の仕組みを各グ
ループに分かれ作りました。

茶の間通信員　東恩納　恵子

和仁屋3/26 和仁屋自治会自主防災会結成式
自主防災会結成式が公民
館で開催されました。自
主防災会会長　天久朝誠
氏の主催者挨拶の後、25
名の役員紹介がありまし
た。次に「西崎ニュータ
ウン自治会自主防災会で
の取り組み」と題して、
古我知進氏の講話を拝聴しました。

茶の間通信員　比嘉　智恵子


